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高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養

費
制
度
は
、
医
療
費
と
介
護
費
の
両

方
に
自
己
負
担
が
あ
り
、
そ
の
合
算

額（
高
額
療
養
費
・
高
額
介
護（
予
防
）

サ
ー
ビ
ス
費
で
給
付
さ
れ
た
額
を
除

く
。）が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
る

世
帯
に
対
し
、
限
度
額
を
超
え
た
金

額
を
給
付
す
る
制
度
で
す
。

　

今
年
度
は
、
平
成
24
年
８
月
１
日

〜
平
成
25
年
７
月
31
日
の
医
療
費
及

び
介
護
費
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

▼
申
請
先

　

平
成
25
年
７
月
31
日
時
点
で
加
入

し
て
い
た
医
療
保
険
の
窓
口
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
加
入
世
帯
の
方
へ

　

給
付
の
対
象
と
な
る
方
に
は
、
準

備
が
整
い
次
第
、
申
請
の
ご
案
内
を

お
送
り
し
ま
す
。

▼
ご
案
内
を
お
送
り
で
き
な
い
方

　

平
成
24
年
８
月
１
日
〜
平
成
25
年

７
月
31
日
に
次
に
該
当
す
る
場
合
、

ご
案
内
を
お
送
り
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

◆
保
険
の
変
更
が
あ
っ
た
方

・
市
町
村
間
で
転
居
し
た
方

・
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
方

◆
住
所
地
特
例
認
定
を
受
け
て
い
る
方

　

ご
自
身
が
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

場
合
に
は
、
平
成
25
年
７
月
31
日
に

加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
の
窓
口
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

町
民
課　

☎
内
線
２
７
５

自己負担限度額
（平成24年8月～平成25年7月の医療＋介護の自己負担額）

区分 70歳未満 70～74歳（国保） 75歳以上（後期）

上位所得者 126万円 67万円 67万円

一般 67万円 56万円 56万円

低所得者
Ⅱ

34万円
31万円 31万円

Ⅰ 19万円 19万円

※低所得者の区分Ⅱ、Ⅰについての詳細はお問い合わせください。

医
療
と
介
護
の
負
担
が
高
額
と
な
っ
た
世
帯
の
方
へ

　

平
成
26
年
度
の
在
宅
障
害
者
タ
ク

シ
ー
利
用
助
成
券
の
申
請
を
受
付
し
ま
す
。

▼
対
象
者

　

町
内
在
住（
施
設
入
所
者
は
除
く
）

で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
自
動

車
税
の
減
免
や
介
護
タ
ク
シ
ー
利
用

助
成
制
度
を
受
け
て
い
な
い
方

○
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
所
持

者（
上
肢
・
下
肢
・
体
幹
・
視
覚
・

内
部
障
が
い
者
）

○
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
所
持
者
ま

た
は
知
能
指
数
35
以
下
と
判
断
さ

れ
た
方

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

所
持
者

○
特
定
疾
患
医
療
証
所
持
者

※
じ
ん
臓
機
能
障
が
い
１
級（
人
工

透
析
対
象
者
）の
方
に
は
最
大
72

枚
ま
で
、
そ
れ
以
外
の
方
に
は
最

大
48
枚
ま
で
発
行
し
ま
す
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特
定
疾

患
医
療
証
、
印
鑑（
サ
イ
ン
不
可
）

▼
利
用
開
始　

４
月
１
日（
火
）〜

▼
申
請
受
付　

３
月
27
日（
木
）〜

▼
申
請
場
所　

障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

問

障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

☎（
73
）４
５
３
０

障
害
者
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
券

　日常生活において常に介護を必要とする在宅の障がい
児者に対し、一定の要件を満たした場合に支給します。

※手当額は平成 26 年度の金額です。

問・申　平塚保健福祉事務所生活福祉課　☎（32）0130

　・障害児福祉手当（20歳未満）　14,140円（月額）
　・特別障害者手当（20歳以上）　26,000円（月額）

障害児福祉手当・特別障害者手当障害児福祉手当・特別障害者手当支給

▼
利
用
で
き
る
日
時

　

３
月
29
日（
土
）・
30
日（
日
）

　

４
月
５
日（
土
）・
６
日（
日
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▼
取
扱
窓
口　

本
庁
舎
１
階
町
民
課

▼
取
扱
業
務　

下
表
の
と
お
り
。

　

た
だ
し
、
内
容
に
よ
っ
て
手
続
き

が
完
了
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

町
民
課　

☎
内
線
２
７
２・２
７
４

　

転
入
や
転
出
・
転
居
な
ど
が
増
え
る
、
３
月
末
・
４
月
初
め
の
土
・
日
曜

日
に
は
、
臨
時
に
窓
口
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

取　　扱　　業　　務 取扱窓口

税金などの納付
○住民税、固定資産税、
　軽自動車税、国民健康保険税
　などの納付

町　民　課
戸　籍　係証明書等交付 ○住民票の写し、印鑑証明書

○戸籍証明書（謄本、抄本）

申請・届出など

○住民異動届（転入、転出、転居
　など）、印鑑登録、戸籍届（受領
　のみの場合あり）

○国民健康保険業務 町　民　課
保険年金係

※
町
税
等
を
納
付
す
る
場
合
は
、
必
ず

納
付
書
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

国
税（
所
得
税
等
）県
税（
自
動
車
税
）

は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

※
国
府
支
所
の
土
曜
日
の
窓
口
業
務

は
、
３
月
29
日（
土
）及
び
４
月
５

日（
土
）の
午
前
９
時
か
ら
正
午
ま

で
、
住
民
票
・
印
鑑
登
録
証
明
書

の
発
行
の
み
を
行
い
ま
す
。


